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【誤訳訂正書】
【提出日】平成27年11月11日(2015.11.11)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】被覆層を有する金属裏打ちの印刷ブランケット
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、以下の層、すなわち、
　－　印刷層と、
　－　金属箔と、
　－　印刷層の反対側にある金属箔の表面に接着層を介して結合される被覆層とを備える
金属裏打ちの印刷ブランケットに関する。
さらに、本発明は、このタイプの金属裏打ちの印刷ブランケットを製造するための方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　上述の種類の印刷ブランケットは、例えば独国実用新案第２１２００８０００４５Ｕ１
号明細書から公知である。前記文献から公知の金属裏打ちの印刷ブランケットでは、被覆
層は、ホットメルト接着剤によって金属箔に接着接合されるプラスチックフィルムを含む
。印刷ブランケットは、公知の方法で金属箔の突出部によって印刷するための圧胴に固定
される。印刷工程中、印刷ブランケットの印刷層は、洗浄目的のための洗浄剤によって洗
浄される。ここで、洗浄剤が金属箔と圧胴との間に入ることがある。洗浄剤はその後、金
属箔とプラスチックフィルムとの間に部分的に押圧され、後の印刷工程中の圧胴の回転の
結果、印刷ブランケットの周縁方向に分配される。ひいては、ホットメルト接着剤が局所
的に引き離され、プラスチックフィルムが前記領域の金属箔から引き離される可能性があ
る。これにより、印刷ブランケットの膨潤及び前記領域において印刷された画像の損傷が
もたらされる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、接着層の引き離しの危険性が低い金属裏打ち印刷を提供するという目的に基
づいている。
【課題を解決するための手段】
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【０００４】
　上記目的は、請求項１に記載の特徴に従って被覆層が不織布を含むことによって達成さ
れる。本発明の利点は、不織布としての被覆層の構造のため、液体洗浄剤を金属箔と圧胴
との間に均一に分配することができることに見られる。ここで、不織布は開気孔であるの
で、洗浄剤は不織布によって吸収される。したがって、洗浄剤は接着層を引き離すことが
できない。さらに、金属箔からの被覆層の分離をもたらす金属箔と圧胴との間の局所的な
圧力増加は、洗浄剤のため生じることができない。本発明のさらなる利点は、不織布の形
態の被覆層が、低い曲げ剛性を有し、したがって、印刷ブランケットを圧胴に簡単に取り
付けることができることに見られる。
【０００５】
　請求項２に記載の本発明の一展開形態によれば、接着層は複数の領域ので被覆層に浸透
し、このことは、不織布としての被覆層の構造のため、容易に可能である。この展開形態
の利点は、接着層による浸透の結果、被覆層が接着結合のため接着層にぴったりと結合さ
れることに見られる。この結果、印刷ブランケットの金属箔に対する被覆層の取り付けが
確実に特に長持ちするようになる。
【０００６】
　請求項３に記載の本発明の一展開形態によれば、接着層は、被覆層の厚さの５０％～９
０％に浸透する。この展開形態の利点は、この種類の浸透の場合、金属箔への被覆層の取
り付けが特に確実に達成されることに見られる。本展開形態のさらなる利点は、不織布か
ら製造された被覆層は、浸透領域に圧縮性をまったく又はほとんど有せず、このことは、
前記領域における印刷ブランケットの安定性の増大をもたらすことに見られる。にもかか
わらず、不織布から製造された被覆層は、不織布が接着層によって完全に浸透されないの
で、水分を吸収し続けることができる。
【０００７】
　被覆層の構造のために、任意の所望の不織布、例えば紙を選択することができる。しか
し、請求項４に記載の本発明の一展開形態によれば、被覆層は好ましくは合成不織布であ
る。この展開形態の利点は、合成の不織布が水分を吸収する間に膨潤しないか又はほんの
僅かのみ膨潤し、したがって、水分を吸収する間に印刷ブランケットの厚さの変化が生じ
ないことに見られる。本展開形態のさらなる利点は、合成不織布が長期にわたって高い耐
久性を有することに見られる。
【０００８】
　本発明によれば、被覆層を金属箔に取り付けるために適切なすべての接着剤を接着層の
ために選択することができる。物理的接合及び化学的接合の両方の接着剤が、このために
適切であり得る。しかし、請求項５に記載の本発明の一展開形態によれば、接着層は、ホ
ットメルト接着剤として構成されることが好ましい。この展開形態の利点は、不織布から
製造された被覆層は、ホットメルト接着剤を用いて特に簡単にかつ確実に金属箔に結合す
ることができることに見られる。このことは、ホットメルト接着剤が金属の接着接合及び
プラスチックの接着接合の両方のために特に適切であるので、特に、被覆層が合成不織布
から構成される場合に当てはまる。最後に、本展開形態のさらなる利点は、ホットメルト
接着剤が印刷ブランケットの製造中に圧力と熱によって軟化され、工程において被覆層の
不織布内に特に十分に浸透することができることに見られる。接着接合の結合に加えて、
したがって、接着層と被覆層との間のぴったりした結合がさらに生じる。
【０００９】
　別の独立請求項６に記載されているように、上記目的は、冒頭に述べた種類の金属裏打
ちの印刷ブランケットを製造するための方法によっても達成される。この方法は、
　－　金属箔が、印刷層の反対側にある側面において接着層で被覆されることと、
　－　不織布から製造された被覆層が接着層に設けられ、被覆層が接着層の厚さの少なく
とも２倍であることと、
　－　接着層が活性化され、接着層が領域の被覆層に浸透して、被覆層を金属箔に結合す
ることと
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を特徴とする。
【００１０】
　被覆層は少なくとも接着層の２倍の厚さであるので、接着層は、金属裏打ちの印刷ブラ
ンケットの製造中に複数の領域でのみ被覆層に浸透する。領域における浸透は、第一に、
被覆層が金属箔に確実に結合されることを保証する。第二に、被覆層の部分が接着層によ
って完全に浸透されないことによって、十分に大きい領域が水分を吸収するために被覆層
に留まることを保証する。
【００１１】
　請求項７に記載の本発明の一展開形態によれば、ホットメルト接着剤は上述の方法で使
用されることが好ましい。すでに上に言及した利点はこのようにして達成される。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】印刷層４、織布層６、圧縮可能層８、金属箔１０、接着層１２及び被覆層１４を
有する金属裏打ちの印刷ブランケット２を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明の例示的な一実施形態及びさらなる利点について、金属裏打ちの印刷ブランケッ
トの断面図を示す以下の図に関連して説明する。
【００１４】
　図は、印刷層４、織布層６、圧縮可能層８、金属箔１０、接着層１２及び被覆層１４を
有する金属裏打ちの印刷ブランケット２を示している。織布層６に加えて、印刷ブランケ
ット２は、別の又は代わりの層を有することもできる。織布層６を省略することが同様に
可能である。金属裏打ちの印刷ブランケット２のすべての層は、接着接合の結合を介して
互いに結合される。金属箔１０は、印刷ブランケットの両方の縁部において、他方の層４
、６、８、１２及び１４を越えて突出し、その結果、自由な金属箔縁部が生成される。前
記金属箔縁部の補助により、金属裏打ちの印刷ブランケット２が公知の方法で圧胴に固定
される。金属裏打ちの印刷ブランケットの被覆層１４は、不織布、好ましくは合成不織布
を含む。フィルムの形態のホットメルト接着剤が接着層１２に使用されることが好ましい
。ホットメルト接着剤は、金属裏打ちの印刷ブランケットの製造中に加熱され、接着層１
２が熱及び圧力の作用下で被覆層１４に結合される。ここで、ホットメルト接着剤が接着
層１２から被覆層１４内に浸透し、その結果、被覆層１４は、接着層１２に隣接する領域
１４ａで接着剤によって領域全体にわたって浸透される。浸透の厚さは、被覆層１４の厚
さの少なくとも５０％、最大で９０％であり、すなわち、領域１４ａは、接着剤によって
浸透されない被覆層１４の領域１４ｂと少なくとも正確に同じ厚さであるか又はより厚い
。被覆層１４は、対応する浸透を保証するために、接着層１２の少なくとも２倍の厚さで
あるように構成される。例えば、０．０３ｍｍの厚さを有するフィルムの形態の接着層及
び０．１５ｍｍの厚さを有する被覆層を選択することができる。
【符号の説明】
【００１５】
　２　印刷ブランケット
　４　印刷層
　６　織布層
　８　圧縮可能層
　１０　金属箔
　１２　接着層
　１４　被覆層
　１４ａ、１４ｂ　領域
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
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【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　－　印刷層（４）と、
　－　金属箔（１０）と、
　－　前記印刷層（４）の反対側にある前記金属箔（１０）の表面に接着層（１２）を介
して結合される被覆層（１４）とを備える金属裏打ちの印刷ブランケット（２）において
、
　前記被覆層（１４）が不織布を含むことを特徴とする金属裏打ちの印刷ブランケット（
２）。
【請求項２】
　前記接着層（１２）が複数の領域で被覆層（１４）に浸透することを特徴とする、請求
項１に記載の金属裏打ちの印刷ブランケット（２）。
【請求項３】
　前記接着層（１２）が、前記被覆層（１４）の厚さの５０％～９０％に浸透することを
特徴とする、請求項２に記載の金属裏打ちの印刷ブランケット（２）。
【請求項４】
　前記被覆層（１４）が合成不織布であることを特徴とする、請求項１～３のいずれか一
項に記載の金属裏打ちの印刷ブランケット（２）。
【請求項５】
　前記接着層（１２）がホットメルト接着剤として構成されることを特徴とする、請求項
１～４のいずれか一項に記載の金属裏打ちの印刷ブランケット（２）。
【請求項６】
　金属裏打ちの印刷ブランケット（２）が、
　－　印刷層（４）と、
　－　金属箔（１０）と、
　－　前記印刷層（４）の反対側にある前記金属箔（１０）の表面に接着層（１２）を介
して結合される被覆層（１４）とを備える、金属裏打ちの印刷ブランケット（２）を製造
するための方法において、
　－　前記金属箔（１０）が、前記印刷層（４）の反対側にある側面において前記接着層
（１２）で被覆されることと、
　－　不織布から製造された被覆層（１４）が前記接着層（１２）に設けられ、前記被覆
層（１４）が前記接着層（１２）の厚さの少なくとも２倍であることと、
　－　前記接着層（１２）が活性化され、前記接着層（１２）が複数の領域ので前記被覆
層（１４）に浸透して、前記被覆層（１４）を前記金属箔（１０）に結合することと
を特徴とする方法。
【請求項７】
　前記接着層（１２）がホットメルト接着剤として構成されることを特徴とする、請求項
６に記載の金属裏打ちの印刷ブランケット（２）を製造するための方法。
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